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1無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 H22.7.12

◎ＶＩＳＩＯＮ２０１０

「人と技術を育てる」

◎原子力人材育成基本方針

高い倫理観を有し、安全 優先かつ品質保証に基づいた行動をとることができ、

 社外に通じる高い専門知識と技能により、発電所の各業務に継続的な改善活

 動ができる人材を育成する

◎福島第一の人材育成の基本的な考え方

・「絶えざる挑戦」の中で「人が育ち、育てられる職場」を創る

・現場力の強化による技術・技能の維持継承、向上

１．福島第一原子力発電所の人材育成の基本的な考え方

当社の経営ビジョン２０１０の中の「人と技術を育てる」に基づき、原子力人材

 育成基本方針を制定すると共に、福島第一としての基本的な考え方を掲げる
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２－(1)
 

運転員の人材育成

５直２交替の当直勤務日とは別に、年間２０日間程度の訓練日を設定。

社外教育は、(株)ＢＷＲ運転訓練センターにて実施。

職位毎の研修（初級、中級、上級）を計画的に受講すると共に、運転操作に関しては、

 当直の班毎にファミリー訓練を年２回実施。うち１回は、新潟県中越沖地震を模擬した

 訓練に充当。

社内教育は、体系的教育訓練手法（ＳＡＴ）に基づき、机上での運転管理研修、プラン

 トシステム研修、基礎理論研修、ＯＪＴを実施。

運転操作に関しては、当所のサイトシュミレータ（３号機をモデルとする実規模大）での

 ファミリー訓練を年３回実施。

各中央操作室には補機操作員専任指導職、研修指導員等を配置し、現場パトロール

 等のＯＪＴを通じて若年層に対する教育訓練を強化・充実

当直長については、民間規格に基づく運転責任者試験に合格後に任用。

その他、技能認定研修及び実践力開発プログラムは、運転以外の社員と同様に実施。
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２－(2)
 

運転員の人材育成

運転員の長期養成計画（高卒モデル）

主機運転員教育

主機操作員 当直副主任 当直副長 当直長

４～５年

区分

養成パターン

研修区分

教
育
訓
練
体
系

社外教育

社内教育

技能
認定
研修

実践力
開発

プログラム

導入研修

新入社員研修
直内研修

要員化研修

管理・監督者教育

当直主任

補機運転員教育

補機操作員

９～１０年 運転員の職務経験、能力、資質等が異なるため、年数表示は困難

上級運転員研修新入社員教育

１年

中級運転員研修初級運転員研修

発電要員研修

ファミリー訓練（２回／年）

初級Ⅰ,Ⅱ 中級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 上級Ⅰ、Ⅱ

初級

Ｃ級 Ｂ級 Ａ級

Ｂ級認定試験 Ａ級認定試験

初級エントリ
レベル確認

ＢＴＣエントリ
レベル確認

中級エントリ
レベル確認

上級エントリ
レベル確認

中級 上級

運転管理研修・プラントシステム研修・基礎理論研修・ＯＪＴ

サイトシュミレータによる訓練

運転責任者試験

ＢＷＲ運転訓練センターによる訓練

ファミリー訓練（３回／年）・中級リフレッシュ訓練・上級リフレッシュ訓練

ｓｔｅｐⅠ ｓｔｅｐⅡ ｓｔｅｐⅢ 指導者

ＳＡＴによる教育訓練

Ｓ級

Ｓ級認定試験
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３－(1)
 

運転員以外の技術系部門の人材育成

新入社員研修に始まり、２年目以降は５～１０年単位の経験年数に応じて専門教育

 及びマネジメント教育を計画的に実施。

入社１０年程度までは、運転、保全、放射線・化学管理、燃料等の現業職場を経験し、

 技術的基礎知識を習得。

それ以降は、引き続き現業職場で専門知識を更に向上させるか、または品質安全部

 等の現業支援部門へ配属し、関連知識を習得させる等の人事ローテーションを実施。

入社１年目の後半から始まる専門研修は、技能認定研修、体系的教育訓練手法（ＳＡ

 Ｔ）に基づく実務研修、現場を中心とする実務研修、エンジニアリングコース、社外研

 修等。

技能認定研修は、Ｃ級、Ｂ級、Ａ級、Ｓ級からなり、Ａ級は入社から１０年程度で取得す

 ることを目標。（Ｓ級は今年度より導入）

管理職を養成するマネジメント教育は、実践力開発プログラム、マネジメントベーシッ

 ク研修、マネジメントスキルアップ研修、チームリーダー研修、店所ＧＭ研修等。入社

 ３５年程度までが目安。

その他、保安教育、放射線防護教育、倫理教育等は、毎年反復かつ継続的に実施。
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３－(2)
 

運転員以外の技術系部門の人材育成
経験年数（対象職位）

の目安 入社１年目
（新入社員）

２～１０年程度
１１～２５年程度
（副主任～主任）

２６～３５年程度
（ＴＬ級）

３５年～
（ＧＭ以上）

主な研修項目

新入社員研修 新入社員研修
原子力導入
直内研修

専門教育 技能認定研修
実務研修，OJT

エンジニアリングコース
社外研修

 

等

マネジメント教

 
育

実践力開発プログラム
マネジメントベーシックⅠ，Ⅱ研修

マネジメントスキルアップ研修

チームリーダー研修
店所ＧＭ研修

その他 保安教育
放射線防護教育
倫理教育

業務経験

育成の考え方

新入社員研修で社員

 
としての基礎知識を

 
習得
原子力導入研修や直

 
内研修で，原子力発

 
電所で働くために必

 
要な設備・系統知識，

 
現場機器配置等を習

 
得

技能認定研修で業務

 
に関連する専門知識

 
（設備，系統，安全

 
等）と技能を向上

 
（机上，実技）
実務研修や各職場で

 
のＯＪＴで業務処理

 
能力を向上
実践力開発プログラ

 
ムで対人関係能力や

 
課題解決能力を向上

基本的には自己啓

 
発で能力を向上
社内・社外の研修

 
に適宜参加し専門

 
知識・技能の習得
マネジメントベー

 
シック研修等でマ

 
ネジメントの基本

 
を習得
職場で後進を指導

ＴＬとしてグルー

 
プの総括・指導を

 
行うことでマネジ

 
メント能力を向上

運転，保全，放射線・化学管理，燃料等の現業職

 

場を経験し，原子力部門の技術的基礎知識を習得
①引き続き現業職場で専門知識を向上
②品質安全部等を経験し関連知識を習得

STEP1 STEP2 STEP3

C級 B級 A級 S級
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４－(1)
 

技術レベル向上への取り組み

保全部門

経験の豊富な上司（主任クラスやチームリーダー，グループマネジャー）が若年層に同行し、

 現場にて工事監理の方法について直接指導・助言（ＯＪＴ）を実施。

運転部門

補機操作員指導職（当直副主任）が２年目の補機操作員に対し，現場でのＯＪＴを実施。

【ベテラン社員による若手社員への現場での直接指導】

運転部門

対象者の期待事項を明確化した上で、管理職（運

 転管理担当，当直長経験者等）による「行動観察

 （マネジメントオブザベーション）」を実施。

【行動観察からのフォロー】

対象者の期待事項の明確化

行動観察

（対話・コーチングを伴う）

観察結果のデータ化・分析

（弱点の抽出）

訓練による弱点の克服

マネジメントオブザベーションの流れ

さ
ら
に
高
い

期
待
事
項
を
検
討

過去に所内外で発生したトラブル・不適合事例の概要

 を１件１葉にまとめた事例カード「JIT情報」をイントラ

 ネットに掲載、これらを必要に応じて活用。

【過去のトラブル事例による教育】
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４－(2) 技術レベル向上への取り組み

【全社大での技術技能競技大会】

全社大で現場技術の維持・向上を目的にした技術技能競技大会を各部門が毎年開催。

原子力では、平成１８年度より運転、放射線管理、保全部門で実施、今年度は燃料部門、放射

 線管理部門での実施を計画中（次頁表を参照）。マスコミにも公開。

所定の時間内で安全、品質、効率、チームワークに優れた技術力を発揮したチームを表彰。

【ＴＰＭ活動：Total Productive Maintenance】

社外講師の指導の元、組織横断的活動を通じて現場観察力、問題解決能力、業務改善能力等

 個人の力量アップ、人材育成を図ることが目的。

 ＴＰＭ活動は，次の６つの部会から構成：①人材育成部会、②自主保全部会、③業務プロセス

 改善部会、④安全部会、⑤協力企業との一体感醸成部会、⑥設備改善部会

【自衛消防能力の向上】

中越沖地震での柏崎刈羽原子力の変圧器火災に鑑み、大規模火災の際の初期消火要員等に

 対する消防スキル向上を図るため、毎年、必要な要員を計画的に社外訓練に派遣すると共に、

 危険物に関する所員の資格取得を推進
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４－(3)
 

技術レベル向上への取り組み（技術技能競技大会の実績・計画）

年度 部門 実施テーマ／計画

平成１８年度 運転部門 機器単体の故障とプラントトリップに至る故障

 を組み合わせ，異常認識～対応，原因の究明と

 方針の決定について競技

平成１９年度 放射線管理部門 放射線管理区域の内・外で放射能を含む水の漏

 えいが発生したことを想定し、初期対応、放射

 線測定、放射能汚染の拡大防止措置などの対応

 力について競技

平成２０年度 運転部門 地震が起因事象となり，プラントトリップに至

 る事象において，異常認識～対応，原因の究明

 と方針の

 

決定について競技

平成２１年度 保全部門 状態監視業務の「振動診断」及び「赤外線ｻｰﾓ

 ｸﾞﾗﾌｨ診断」について競技

平成２２年度 燃料、放射線管理 燃料(H23.1予定),保安（時期検討中）

平成２３年度以降 燃料、放射線管理、

運転、保全のうちいず

 れか２部門

運転、保全、放射線管理、燃料の各部門が２年

 に１回の頻度で継続的に実施
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５－(1) 当社及び協力企業が一体となった安全に関する人材育成の取り組み

「失敗に学ぶ教室」は、実際に発電所で発生した作業安全・人身安全に関わ

 るような失敗事例を再現した体験型学習（体験・体感・体得）教室として、福島第

 一・人材開発センター技能訓練棟の増設スペース(広さ約500㎡)にて平成21年5

 月より本格運用開始。

体験型学習に効果があると判断した失敗事象２３項目を模擬体験設備として

 カリキュラム化。類似事象の再発防止に努めると共に、一人一人の安全意識の

 高揚及び発電所内の安全文化の醸成を図ることが目的。

平成21年度は、教室を計350回開催。福島第一及び第二の所員及び協力企

 業の方が延べ約2,000人受講（5-(3)頁参照）。

保全部門または当直に配属となった新入社員については、特に人身安全に

 関わる５教科の受講を必須化。

平成22年度からは、浜通り地方の当社他事業所（広野火力発電所・建設所、

 浜通り電力所）の所員及び協力企業にも受講対象を拡大し、当社の安全に対

 する取り組みの連携強化。

「失敗に学ぶ教室」
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「失敗に学ぶ教室」の各教科設備

仮設足場 落下時安全帯衝撃力の緩和 フランジからの漏水防止

溶接時戻り電流による火災防止 ノイズ発生による誤動作防止 酸欠による災害の防止

　　１．すべりによる転倒防止　２．溶接ノロによる火災防止　３．ポンプキャビテーションの防止

　　４．回転機器の振動防止　５．制御装置調整ミスの防止

　　６．電工ドラム加熱による火災防止　７．汚染拡大防止　　　８．有機溶剤引火による火災防止

　　９．アルカリ溶液による熱傷防止　10．ジャンパー・リフト作業ミスの防止　11．計器水張時のエアー溜り防止

　12．回転機器巻き込まれ防止　13．高温蒸気による熱傷防止　14．ウォーターハンマーの防止

　15.台車運搬時の災害防止　16.弁過剰操作時による破損防止　17.感電防止

その他の教室

５－(2) 当社及び協力企業が一体となった安全に関する人材育成の取り組み
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「失敗に学ぶ教室」施設の利用状況

社 員 協力企業

開催回数［回］ 受講者［名］ 開催回数［回］ 受講者［名］

平成１９年度（Ｈ19／11～） 16 81 18 106

平成２０年度 36 146 58 342

平成２１年度 174 733 178 1251

［延人数］

利用延べ人数

利用内容

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

社員

協力企業

５－(3)当社及び協力企業が一体となった安全に関する人材育成の取り組み
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協力企業の従来から実施している取り組み

６．協力企業の教育訓練、研修の取り組み

【福島原子力企業協議会を活用した取組み】
・作業班長研修
・放射線防護教育
・定検保修技能教育 等

【当社による支援】
・各社朝礼時に当社管理職が
出向き、作業安全等に関する
訓示
・技能訓練棟設備の開放、自主
研修
・当社社員向け研修への協力
企業の自主参加
・柏崎刈羽の火災対策の一環
である防火教育の強化

発電所員、協力企業従業員の技術力向上に関する共通した考え方

１．現場作業の品質・安全の向上には、当社及び協力企業が一体となった人材育成が不可欠。
２．社員教育は所属する協力企業の責任で行うことを基本とするが、当社は発電所員に加えて、

協力企業従業員に対する教育訓練の支援を実施。

【当社＋協力企業】一体となったレベルアップ活動を展開。（例：ＴＰＭ活動・一体感醸成部会）

【各協力企業の取組み】
・発電所設備知識教育
・技能訓練の実務研修
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当所では、過去の運転経験やノウハウ等の情報を集約した「運転経験「運転経験

 （ＯＥ）情報ポータルサイト」（ＯＥ）情報ポータルサイト」をイントラネット上に開設し、過去の運

 転経験やノウハウ等の情報を簡易に共有する環境を整備することにより、

 技術伝承に取り組んでいます。

■
 

主なコンテンツ

①

 
国内外のトラブル情報を掲載し、タイムリーな周知・注意喚起を行っています。

「トラブル関連・トピックス」のページ「トラブル関連・トピックス」のページ

②

 
過去のトラブルの教訓を簡潔にまとめた「ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）

 情報」を掲載し、作業前のミーティング等において注意喚起を行っています。

「ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報」のページ「ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報」のページ

③

 
保全作業や運転操作に関するちょっとしたコツや豆知識を集約し、情報共有を
図っています。

「保全・運転管理ナレッジ」のページ「保全・運転管理ナレッジ」のページ

④

 
設備の特徴や設計の背景、運転保守経験からの教訓などをまとめた「ノート

 ブック」を掲載し、設計管理等に活用しています。

「ノートブック」のページ「ノートブック」のページ

7-(1) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（１）運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（１）

◆◆トラブル関連・トピックストラブル関連・トピックス

当社・他社にてトラブル等が発

 生した際に、そのトラブルの内

 容や原因・対策等について所員

 にタイムリーに注意喚起を行っ

 ております。（基本的には、ト

 ラブルがプレス発表された翌営

 業日に所員へ内容を周知）
また、転落災害の連続発生等の

 異常なトレンドが確認された場

 合には、その旨を取りまとめ、

 所員に広く注意喚起を実施して

 おります。記載例

7-(2) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（２）運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（２）

◆ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報◆ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報

ＪＩＴ（ジャス

 ト・イン・タイ

 ム）情報とは、過

 去に当社・他社で

 発生した人身災害

 や設備災害事例に

 ついて、その事象

 の内容・原因・再

 発防止における注

 意点等を分かりや

 すく取りまとめた

 資料です。
一件一葉形式で、

 一読で簡潔に要点

 が分かる資料と

 なっております。

記載例

7-(3) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（２）運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（２）

◆◆ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）情報
現場作業実施前のミーティング等でＪＩＴ情報を確認することにより、同種の不適合の

 再発を防止することができると考えております。

登録件数については、現在約４00件の過去の災害事例が登録されており、今後も登録件

 数の充実を図っていく予定です。

協力企業様における『ＪＩＴ情報』活用について

協力企業様においてもJIT情報が活用

 できるよう、協力企業様用イントラ

 ネット（fuku1企業ネット）に当社

 と同一のＪＩＴ情報資料を掲載して

 おります

ＪＩＴ情報活用に関する協力企業様

 を対象とした説明会を開催しており

 ます（昨年度は２回開催）

ＪＩＴ情報を紙に打ち出した資料集

 についても協力企業様に配布してお

 ります
こちらのリンクより
掲載ページへ移動

7-(4) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（３）運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（３）

◆◆保全・運転管理ナレッジ保全・運転管理ナレッジ

保全部門・運転管理部門において、所員が保有する運転・保守管理ノウハウを部門毎に

 集約し、所員間で情報共有を実施しております。

記載例

7-(5) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（４）運転経験情報ポータルサイト・主要コンテンツ（４）

◆◆ノートブックノートブック

原子力発電所の各系統別に技術情

 報や運転経験情報をまとめた

 「ノートブック」の作成に取り組

 んでおります。
これまでに、１５系統（例：制御

 棒、配管減肉管理、主タービン、

 接地線設計

 

等）のノートブック

 について運用を開始しており、今

 後これらノートブックの研修や実

 務における利用を通じて、担当者

 の更なる技術力向上に取り組んで

 まいります。
また、定検後のプラント起動前に、

 過去の起動時不具合事象をまとめ

 当直員に周知すると共に、気体廃

 棄物処理系（ＯＧ系）システム

 ノートブックの事前研修を実施す

 るようにしております。

記載例

7-(6) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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まとめまとめ

ヒューマンエラー低減等の業務品質向上を目的として、所内で過去の運転経験

 やノウハウについて情報共有を行うための「運転経験（ＯＥ）情報ポータルサ

 イト」を当所イントラネット上に作成し、運用を実施しております。

運転経験（ＯＥ）情報ポータルサイト等に記載されている運転経験情報の所内

 活用を進めることを目的として、所内の運転経験情報を活用する各グループに

 １名、「ＯＥ（運転経験）情報活用推進者」を任命し、グループ内への効果的

 な運転経験情報周知に活用しております。

併せて、蓄積した不適合管理データの評価・分析を今後も継続的に実施し、

 ヒューマンエラーなどの不適合事象の再発防止に努めてまいります。

これらの「運転経験（ＯＥ）情報ポータルサイト」や「ＯＥ（運転経験）情報

 活用推進者」の活用、不適合管理データの評価・分析を進めることにより、過

 去の運転経験の情報共有化や運転・保守管理ノウハウの技術継承、不適合の再

 発防止についてこれからも積極的に取り組んでまいります

7-(7) 過去の運転経験やノウハウ情報の技術伝承に関する取り組み
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参考１．協力企業に対する研修体制・教育内容

区分 研修名称等 概 要

当
社
に
よ
る
支
援

当社訓練施設の活用


 

福島人材開発センター訓練施設での技能訓練（協力企業への訓練施設開放・自主研修）



 

「失敗に学ぶ教室」による体感型研修、事例研修

当社研修への参加



 

既存の当社社員向け研修（現業技術・技能認定研修）への協力企業社員の参加

（例：半導体劣化診断、電子工学の基礎等）



 

当社のリーダーシップ開発コア研修への協力企業社員の参加

（改革改善意識の醸成、実践的改善手法の習得等）

作業班長向け品質安

 
全研修



 

協力企業の作業班長を対象とした品質安全研修を実施（平成18・19年度）

（作業班長の役割と期待、法令遵守、品質管理等）

福
島
原
子
力
企
業
協
議
会
を
活
用
し
た
取
り
組
み

放射線防護教育 

 

福島第一・第二での作業にあたり要求される教育を実施。【２～５回／週】

安全特別教育


 

労働安全衛生法に基づく５教科の教育を実施

 

【適宜】

（研削といし取替試運転，酸素欠乏症等危険作業、低圧電路作業、特定粉じん作業、石綿作業）

作業班長研修


 

当社の作業班長資格承認制度に必要な４教科の班長教育を実施

 

【適宜】

（原子力関連知識、放射線管理、安全管理、品質管理）

定検保修技能教育


 

発電所関連企業への就職を希望する浜通り在住者、および企業協議会会員企業の社員を対象と

 
し、技能の修得を目的として実施

 

【１回／年】（実技，基礎知識，施設見学等）

放射線管理員養成講

 
習会



 

放射線管理員の選任要件となる講習会を実施

 

【１回／年】

浸透探傷試験技術者

 
認定講習会



 

ＪＩＳ

 

Ｚ２３０５：２００１「非破壊試験－技術者の資格及び認証」に準拠し、「溶剤除去性浸透探傷試

 
験・レベル１技術者」に該当する講習及び資格認定を実施

 

【４回／年】

その他 

 

労基署主催の職長教育，足場の組立等作業主任者技能講習

 

【各１回／年】

①

 
当社及び福島原子力企業協議会（※）による協力企業作業員への教育

※「福島原子力企業協議会」については参考４を参照
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参考２．協力企業に対する研修体制・教育内容

②

 
協力企業による作業員への教育（技術力向上・技術継承のための取り組みの例）

区分 社名 概 要

各
協
力
企
業
の
取
り
組
み

Ａ

 
社



 

新入社員研修

 

（導入、基礎、職種別）



 

施工管理者認定制度に基づく施工管理者資格認定取得のための研修

・社内部門専門研修（機械直営化、計装直営化、ポンプ全般に関する実技研修、工事積算）

・外部派遣部門研修（メーカー工場実習、機器メーカー工場研修、放射線関係機関研修他

 

）



 

協力企業を対象とした研修

・入所時教育（安全，品質）・

 

事前検討会・定検前安全教育・

 

品質保証・工事管理者連絡会・作業班長研修

・

 

不適合情報事例検討会・ＫＹトレーナ研修・社内認定講習会（ＰＴ、機械計測）

Ｂ

 
社



 

技術技能認定制度

 

（非破壊検査、溶接検査、配管溶接等）



 

技術技能レベル認定制度（機械、電気、計装、品質管理、設計技術、放射線管理）



 

新入社員ＯＪＴ教育（入社～３年間）



 

社内部門専門研修（ポンプ、弁、電気、計装）



 

入所時教育（入所者に安全教育、品質管理教育

 

）

 

他

Ｃ

 
社



 

作業に関連する公的資格の積極的な取得、力量管理



 

新人，他サイト転入者を対象としたＯＪＴ（経験の有無や力量、職種に応じて設定）



 

社内独自のリスクアセスメント、ＫＹ活動の手法に関する教育



 

定期的な反復教育の実施（年１回の安全活動強化キャンペーン等）

Ｄ

 
社



 

プラントメーカーへの出向による技術力の向上



 

プラントメーカー、機器メーカーの主催する実技認定研修への社員・請負企業班長の定期的な参加

・機器の種別に応じて研修参加の周期を設定（毎定検前、２年毎、３年毎）



 

上記研修によりメーカーの認定を受けた班長による現場でのＯＪＴ
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社員

協力企業

利用延べ人数

社 員 協力企業

・技能認定研修 ・定検保修技能教育

・新入社員研修 ・技能訓練の設備利用

・技能訓練の設備利用

利用内容

福島人材開発センター技能訓練棟（※）の利用状況

参考３．協力企業を含めた研修施設の利用状況

※「福島人材開発センター技能訓練棟」については参考5-1及び5-2参照
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参考４．福島原子力企業協議会

組織

会員：

福島第一、第二原子力発電所で定検・保修工事、

委託業務等に携わる元請企業とその協力会社の

全ておよび東京電力。

特別会員：

元請企業およびこれに準ずる企業であり、理事

会の承認を得た企業。

（協力企業３８社および東京電力）

運営：

特別会員からの会費で賄われる。

 
活動方針等の年間計画及び運用については、特

別会員で構成する総会・理事会で決定・運用さ

れる。

役員：
会 長 ： １名
副会長

 

：

 

１名
専務理事：

 

１名
理 事 ：１２名
監 事 ： ２名
顧 問 ： ２名

福島原子力企業協議会

福島第一・第二原子力発電所の定検・保修工事，

 
委託業務等に携わる会員企業の自主的責任におい

 
て運営される横断的組織であり、法人格を持たない

 
任意団体

（昭和57年11月「福島原子力工事協議会」として設

 
立、平成6年4月「福島原子力企業協議会」へ名称変

 
更）

目的

福島地区における原子力発電所の定検・保修工事、

 
委託業務等の円滑な推進と会員企業の健全な発展

 
に寄与すること

主な活動

会員企業に共通する技能訓練・教育等の実施、会

 
員企業並びに従事者のコミュニケーション増進のため

 
の文化・体育活動の実施、原子力理解活動の展開、

 
地域社会との協調推進活動等
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参考５-1

 
福島原子力人材開発センター技能訓練棟



 

設置目的

福島原子力人材開発センター技能訓練棟の研修・訓練施設は、実機と同型の機器類を設置し、福島第一

 
及び福島第二の社員ならびに関連する企業の作業員の原子力に関する知識の習得・運転保守技術技能

 
向上等、発電所の安全･安定運転を支える人材育成を目的に設置



 

変 遷

・昭和52年

 

8月「保修訓練所」として発足（当時，福島第一1～3号機運転中，4～6号機建設中）

・平成17年10月「福島原子力人材開発センター」に改組、名称を「技能訓練棟」に変更

・平成21年

 

2月「失敗に学ぶ教室」専用エリア他を増設



 

施設の概要

・所在地

 

福島第一原子力発電所構内

・概

 

要

 

模擬原子炉建屋（福島第一３号機フルスケールモデル）

共用訓練棟（機械・電気・計装・保安関連建屋）及び事務室

制御棒駆動機構補修室

制御棒駆動機構取付・取外訓練建屋

失敗に学ぶ教室他建屋

「施設平面図」は次頁参照
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敷地面積

7,600㎡



 

建物延べ面積

3,300㎡

参考５-2

 
福島原子力人材開発センター技能訓練棟

施設平面図
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